豊富町農業委員会委員募集要項

　以下の内容にて、農業委員会委員（以下「農業委員」といいます。）を募集します。

【１．募集の内容】
（１）募集人員
　　　１４名（うち中立委員１名以上含む）
　　※法令により、認定農業者等が農業委員の一定割合を占めること、農業委員会の所掌
　　　に属する事項に関し利害関係を有しない者（中立委員）を１人以上含めること、年
　　　齢、性別等に著しい偏りが生じないように、配慮しなければならないこと等の規定
　　　があります。
（２）任期
　　　令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日まで（３年間）
（３）身分及び報酬額
　　　　いずれも、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（豊富
　　　町条例第５号）の規定に基づき報酬等を支給します。

【２．農業委員の主な業務内容】
（１）農業委員業務
　①農地法等の権限事務について審査及び決定
　②農業委員会総会、研修会等への出席し、農地法等の権限に属された事項の審議
　③農地等の利用の最適化（担い手への農地利用の集積・集約化・耕作放棄地の発生防止・
　　解消、新規参入の促進）に係る指針策定、現地調査、指導及び監視業務
　④法人化その他の農業経営の合理化に関する事務
　⑤農業一般に関する調査及び情報の提供の事務

【３．推薦及び応募の方法】
　　所定の申込書に必要事項を記入のうえ、推薦を受ける者又は応募する者の住民票（発
　行後３か月以内のもので、本籍及び筆頭者が記載されているもの）を添付して、持参又
　は郵送により、豊富町農業員会事務局まで提出してください。
（１）地区・全域からの推薦
　・豊富町農業委員候補者推薦届出書（地域用）　　【別記様式第１号】
　・豊富町農業委員会委員候補者の承諾書　　　　　【別記様式第３号】
　・代表者証明書　　　　　　　　　　　　　　　　【別記様式第４号】
　　※農業者等３名以上が連名し、代表者が文書をもって推薦します。
（２）団体からの推薦
　・豊富町農業委員候補者推薦届出書（団体用）　　【別記様式第２号】
　・豊富町農業委員会委員候補者の承諾書　　　　　【別記様式第３号】
　　※農業者で組織する団体等の代表者が文書をもって推薦します。
（３）一般応募（女性・青年農業者含む）
　・豊富町農業委員応募届出書（個人用）　　　　　【別記様式第５号】

【４．推薦を受ける者及び応募する者の資格】
（１）豊富町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない
（２）町税等の滞納していない者
（３）豊富町の職員でない者
　　ただし、以下のいずれかに該当する者は、推薦及び応募ができません。
　　※破産手続開始の決定を受け復権を得ない人
　　※禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく
　　　なるまでの人

【５．受付期間及び応募推薦の方法】
　・受付期間及び時間
　　令和８年２月１８日（水）から３月１７日（火）まで【必着】
　　午前９時００分から午後５時００分まで
　・募集内容及び申込書の入手方法
　　　募集内容及び申込書は、豊富町農業委員会事務局の窓口に備え付けています。も
　　しくは、豊富町ホームページからダウンロードしてご利用ください。
　※申込み状況等によっては、受付期間を延長する場合があります。延長した場合には、
　　豊富町ホームページにてお知らせします。

【６．申込者等に関する情報公表】
　※法令に基づき、受付期間の中間及び終了後に申込者等に関する以下の情報を公表し
　　ます。
（１）一般応募者（個人）の氏名、職業、年齢及び性別
（２）推薦者（地区、団体等）の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、
　　　構成員の資格及び要件等
（３）被推薦者又は応募者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
（４）被推薦者又は応募者が認定農業者又はそれに準ずる者であるか否かの別
（５）推薦又は応募の理由

【７．選任方法】
（１）推薦、応募の理由、年齢、性別、地域等を考慮し、豊富町農業委員候補者評価委
　　　員会において評価を行い、議会の同意を得て選任します。

【８．注意事項】
（１）提出された申込書等は、返却しません。
（２）推薦又は応募に係る経費は、全て推薦者又は応募者の負担となります。
（３）申込書に記入された内容に係る確認を行うため、必要に応じて関係団体等へ調査
　　　を行います。
（４）メール及びＦＡＸによる提出は受付けません。

【９．申込書の提出先及び問合せ先　】
　〒０９８－４１１０
　豊富町字上サロベツ2542番地の2
　豊富町農業委員会事務局（豊富町役場２階）
[bookmark: _GoBack]　電話：０１６２－７３－１３４６
　豊富町公式ホームページ　https://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/index.html
　　　　　　　　　　※各課の窓口から農業委員会ホームページへアクセスして下さい。
